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国泰人寿OIU指享盈
インデックス連動型米ドル建
ユニバーサル終身保険
商品コード：IUA

注意事項
�. ご契約前に、消費者は本商品の補償範囲、免責事項、適用除外および商品に伴うリスクについて十分にご理解いただく必要があります。これ

らの内容はすべて保険契約条項および関連する販売資料に明記されていますので、ご不明な点がございましたら、必ず販売担当者までお問
い合わせのうえ、詳細な説明をお受けください。

�. 本保険は、無配当保険であり配当金の分配はなく、配当給付項目はありません。
�. 保険契約者は国泰人寿カスタマーサービス専用窓口（固定電話での無料通話：����-���-���、有料通話：

��-����-���）またはホームページ（https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/）、本社（台北市仁愛路四段���
号）、支社および通信拠点に設置されたコンピューターを通じて情報公開説明書を閲覧することができます。

�. ご購入前に、各種販売関連文書の内容を十分に確認ください。その他の関連情報について詳しく知りたい場合は、国泰人寿の外交員、業務拠
点までお問い合わせください（台湾、澎湖、金門、馬祖地域からは市内固定電話による無料通話：����-���-���、有料通話：��-����-���、海
外からは国際アクセス番号+���-�-��������（有料））。または国泰人寿ホームページ（https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/）をご
覧いただき、お客様の権利と利益を確保してください。

�. 本保険は、保険商品であり、関連規定に従って、「保険安定基金」の保障を受けます。本保険は、貯蓄型商品ではないため、「預金保険」の保障を
受けません。

�. 固定収益公表利率とは、国泰人寿が公表日に発表する、本契約における固定収益保険の価額準備金を算出する際に適用される利率を指し
ます。 この利率は、市場金利および国泰人寿が当該商品を運用する中で積み立てた資産の実際の状況を参考にして設定されます。当月に公
表がなかった場合には、前月に公表された固定収益公表利率が当月の固定収益公表利率として適用されます。同一の連動年度内では、全て
当該契約年度の初月に公表された固定収益公表利率が適用されます。本契約の固定収益公表利率は国泰人寿ホームページ

（https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/）にて公表されます。
�. インデックス連動利率とは、国泰人寿が本契約の連動決算日に当該連動年度配当金の計算に用いる利率を指し、かつ利率がマイナスにな

ることはありません。国泰人寿は公表日にこの公表を行い、本契約により計算される当該利率の関連条件（インデックス連動率および上限利
率を含む）に適用します。 当月に公表しなかった場合には、その前月のインデックス連動利率関連条件を当月のインデックス連動利率関連条
件と見なします。同一の連動年度内には全て、当該契約年度の初月に公表したインデックス連動利率関連条件を適用します。本契約のインデ
ックス連動利率関連条件は、国泰人寿ホームページに公表されます（https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/）。

�. 当該各連動年度の連動決算日以前に、保険契約者による契約の解約申請、本契約効力停止、または保険金の給付によって効力が終了した
場合、国泰人寿は当該連動年度の配当金を支給しません（詳細は保険約款をご確認ください）。

�. 生命保険の死亡給付および年金保険の確定年金が、指定受益者へ支給される場合、保険法第���条の規定により、これらは被保険者の遺産
とは見なされません。ただし、相続税等を目的とする事情がある場合には、課税当局は依然として関係税法または納税者権利保護法第�条に
定められた実質課税の原則に基づき対処します。実質課税の原則に関する事例については、国泰人寿公式サイトにてご確認いただけます。

��. 国泰人寿が受領する保険料は、本保険商品の通貨（米ドル）に限られ、国泰人寿指定銀行の外貨預金口座への入金となります。本保険に関連
する金銭の支払・受領について、振込関連費用が生じる場合には、保険約款に別に定める場合を除き、振込元銀行および仲介銀行が受領す
る関連費用は振込人が負担し、振込先銀行が受領する受取手数料は受取人が負担します。詳細は保険約款の規定をご参照ください。

��. 為替リスクについて (�) 為替リスク：本保険の関連金額の受領．支払は米ドルに限りますので、保険契約者は米ドルと他の通貨の両替時に生
じる為替変動リスクを引き受ける必要があります。(�) 政治リスク：米ドルの為替レートは、その通貨を発行する国の政治的要因（国政選挙、
戦争など）の影響を受ける可能性があります。(�) 景気変動リスク：米ドルの為替レートは、その通貨を発行する国の経済的要因（経済政策又
は法令の改変、インフレーション、市場金利の変動など）の影響を受ける可能性があります。

��. 外貨で受領・支払を行う非投資型生命保険の保有期間が長いから、為替リスクが大いです。そのため、保険契約者は、本保険に加入する前に
将来の外貨需要を慎重に検討してください。

��. 国泰人寿が保険料を受け取る場合または返還する場合、ならびに各種保険金、解約返戻金、配当金、保険契約貸付金、保険価額準備金の返
還などを行う場合は、本保険商品の通貨（米ドル）で行い、国泰人寿指定銀行の外貨預金口座を通じて入出金をされます。

��. 本保険契約は、新台湾ドルで支払・受領を行う人身保険契約との間で契約の転換を行うことはできません。
��. 本ご案内はご参考まで提供するものであり、詳細な内容につきましては保険約款に準じます。
��. 本ご案内の日本語翻訳版はご参考までにご提供するものです。詳細な内容については中国語版のご案内および保険

約款に準じるものとします。



配当金

保険料運用フロー図

積立方法は柔軟に
選択可能

生命保険としての
保障も確保

保 険 料 は 固 定 収 益 口
座またはインデックス
連動口座のいずれかに
配 分でき、固 定 収 益 公
表利率もしくは市場の
インデックス実 績に応
じて積み立てることが
できます

基本保険金額は一括払
い保 険 料 の � ～ � 倍 の
範囲でご選択いただけ
るため、万 一の際には
手厚い保障が得られま
す

市場指数に連動して積
み 立てを行 い、さらに
最低利率�％が保証さ
れているた め、相 場 下
落時でも積立金の減少
リスクを抑えることが
できます

インデックス運用
に下限保証あり

一部引き出しおよび口
座のリバランスを通じ
て、ご自 身の財 務 状 況
に応じた資金配分の調
整が可能です

資金の柔軟な運用
が可能

OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険

注�：初回連動開始日とは、保険
契約始期の次の暦月の��
日を指します。国泰人寿は
当該日に保険契約者が保
険加入時に指定した配分比
率により、保険料元利純額
を固定収益口座およびイン
デックス連動口座に配分し
ます。

注�：正味保険料の元本および利
息とは、国泰人寿が実際に
保険料を受け取った日か
ら、保険料純額に、保険契約
始期当月の固定収益公表
利率に基づき単利法により
初回連動開始日の前日まで
計算した毎日の利息を加算
した総額を指します。

注�：公表日とは、国泰人寿の暦
月ごとの第�営業日を指し
ます。

注�：同一の連動年度内に全て、
当該契約年度の初月に公
表した固定収益公表利率お
よびインデックス連動利率
関連条件を適用します。

注�：連動決算日とは、各連動年応当日の前日を指します。国泰人寿は当該日に各連動年度の配当金を計算します。
注�：連動年応当日とは、本契約初回連動開始日以後の毎年で初回連動開始日に相当する日を指します。本契約の初回連動開始日から起

算して�年に達した翌日は第�連動年応当日、満�年に達した日の翌日を第�連動年応当日とします（例：初回連動開始日が����年�月
��日の場合、第�連動年応当日は����年�月��日、第�連動年応当日は����年�月��日となります）。以後も同様に適用されます。

注�：当該各連動年度の連動決算日より前に、契約終了の申請、本契約の効力停止、または保険金の給付により契約が終了した場合、国泰
人寿は当該連動年度の配当金を支給しません（詳細は保険約款をご確認ください）。

国泰人寿は、本契約有効期間中の連動決算日において、当該連動年度に適用されるインデ
ックス連動利率の条件に基づき、保険約款第�条第��款に定められた配当金の計算方法に
従って算出された金額を、連動年応当日に保険契約者に分配します。

給付金額：連結決算日（当日を含む）から遡って、直近��回の契約月応当日におけるイン
デックス連動保険価額の平均値×インデックス連動利率

インデックス連動利率の計算：

Min (Max ( , � ) x                     , 上限利率)インデック
ス連動率

連動決算日のインデックス価格 - 連動開始日のインデックス価格
連動開始日のインデックス価格

固定収益口座
毎月公表される固定収
益利率に基づいて運用
増加します（利率の適
用条件は�年間）

固定収益口座とイン
デックス連動口座を
柔軟に配分可能

インデックス
連動口座

インデックスの運用実
績に連動し、市場の上
昇機会に参加可能（適
用条件は�年間）

両者の合計 保険価額
準備金

配当金
給 付 方 法 は 次のいず
れかからお選びいただ
けます
�.インデックス連動口

座への振替
�.固定収益口座への

振替

連動年度末の決算

正味保
険料の
元本お
よび利
息

（純額）
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注�：S&P���を対象に、過去��年間の年間ポイント・ツー・ポイント法で検証した実際の平均利益率は約�.��%です。
注�：被保険者が保険年齢���歳に達した契約年応当日が属する連動年度が満了した翌日に生存していた場合には、祝金を給付します。
注�：毎年の配当金をインデックス連動口座に再投入し、次年度のインデックスの運用実績を形成し続けたと仮定した場合。

本商品では、市場の上昇に連動して収益を得る機会がある
一方で、インデックスの下落に対する保護も備えています。

��歳の男性が【国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険】に加入し、基本保険金額が��万米
ドル、一括払い保険料が���,���米ドルである場合、インデックス連動口座の配分比率��％、固定収益口座の配分比率��％
を選択した場合を仮定します。インデックス利率が�.��%、インデックス連動率が��％、固定収益公表利率が�％であり

契約事例

引受条件
満��歳から��歳まで。保険契約者の実年齢は満��歳であることが必要です。
終身（���歳まで）
一括払いで、米ドルに限るものとします。費用の支払いは、国泰人寿指定銀行の外貨預金口座注自動振替、ま
たは振込の方法に限るものとします。本商品では振替での優待措置を行っていません。
注�：国泰人寿OBU口座：�����-�������
注�：振込関連費用は保険契約者が負担しますが、振込先銀行が受領（または控除）する振込手数料については国泰人寿が負担します。

��～���万米ドル（�,���米ドル単位で額を設定します）
��～���万米ドルで、かつ下表の制限内容に適合するものとします（��米ドル単位で額を設定します）：
保険料の下限：基本保険金額÷�
保険料の上限：基本保険金額÷�
保険加入時には、保険契約申込書で固定収益口座およびインデックス連動口座の配分比率を選択する必要があります。
前述の配分比率は ��% を�単位とし、かつ合計は ���%とします。

本保険には追加契約は追加できません。

被保険者の年齢
保険期間

払込方法

基本保険金額の制限

保険料の制限

配分規則

追加契約追加の制限

固定収益口座
インデックス連動口座

� %
��� %

�� %
�� %

�� %
�� %

�� %
�� %

��� %
� %

口座利率には上限・下限が設けられており、相場変動が激しい時にも最低利率�%が保証さ
れることで、お客様の資産を保護します。

上限利率
下限利率

西暦年

��%
��%
��%
��%

�%
-��%
-��%
-��%
-��%
-��%

��
��

��
��

��
��

��
��
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��

��
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��
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��
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��
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��

��
��
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��
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��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

インデックス連動率が
��%と仮定した場合

上限利率が��%と仮定した場合

適用利率はゼロを下回ることはないため、市場
の下落を心配する必要はありません！

注：上述のグラフはS&P���の
直近��年間の実際の利益
率をもとに検証した想定
例であり、本商品の将来の
収益が保証されていると
見なすことはできません。

インデックス利益率
顧客利益率

単位：米ドル

契約年度 年齢 保険コスト 配当金
(年初)

合計
保険価額準備金

正味現金
解約価額

�
�
�
�
�
�
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�
�

��
��
��
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��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���

��.��
��.��
��.��
��.��
��.��

�,���.��
�,���.��
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 -       

死亡保険金
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解約手数料

��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��
��,���.��

�,���.��
�,���.��
�,���.��

-       
-       
-       
-       

-       
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��
�,���.��

��,���.��
��,���.��
��,���.��

インデックス連動の
保険価額準備金
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国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険
給付項目：生存給付金（祝金）、死亡保険金、高度障害保険金
申報文書番号：����年(中華民国���年)��月��日国寿字第����������号函による申報

保険の保障内容

関連費用の説明

S&P��� 免責事項

項目 内容說明

生存給付金（祝金）

死亡保険金

高度障害保険金

被保険者が保険年齢���歳に達した契約年応当日を含む連動年度が満了した翌日に
生存しており、かつ本契約が引き続き有効な場合には、国泰人寿はその時点の保険価
額準備金をもとに祝金を給付します。本契約の効力はその時点で終了します。

被保険者が本契約の有効期間内に死亡した場合には、国泰人寿は保険金額に応じて
死亡給付金を給付し、さらに被保険者の死亡日の次の契約月応当日以降に過剰に受
領した保険コストを加算し、死亡保険金に合算して給付します。本契約の効力はその時
点で終了します。
被保険者が本契約の有効期間内に高度障害状態となった場合には、国泰人寿は保険
金額に応じて高度障害給付金を給付し、さらに被保険者の高度障害認定日の次の契約
月応当日以降に過剰に受領した保険コストを加算し、高度障害保険金に合算して給付
します。本契約の効力はその時点で終了します。
注：被保険者が�項目以上で同時に高度障害と認定された場合でも、国泰人寿は�項目のみの高度障害保険金
を給付します。

S&P ���®は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、国泰人寿による使用のためにライセンス供与されている。S&P®、S&P ���®、US ���、The ���、iBoxx®、
iTraxx®、およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標であり、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり。インデックスに直
接投資することはできない。国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社（以下、総称して「S&P Dow Jones Indices」）
によって後援、保証、販売、または宣伝されているものではない。S&P Dow Jones Indicesは、国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険の所有者または一般市民に対し
て、有価証券への投資一般の是非、特に国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険への投資の是非、またはS&P ���®が一般的な市場のパフォーマンスを追跡する能力
に関して、明示的にも黙示的にも、一切の表明または保証を行わない。過去のパフォーマンスは将来の成績を示唆または保証するものではない。S&P Dow Jones Indicesと国泰人寿の間の、S&P 
���®に関する唯一の関係は、本インデックスおよびS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマークおよび／または商号のライセンス付与に限られる。S&P 
���®は、国泰人寿または国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、および算出される。S&P Dow Jones 
Indicesは、國泰人壽または国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険の所有者のニーズを考慮してS&P ���®を決定、構成、または算出する義務を負わない。S&P Dow 
Jones Indicesは、国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ドル建ユニバーサル終身保険の管理、マーケティング、取引に関連して、義務または責任を負うものではない。S&P ���®に基づく投資商
品がインデックスのパフォーマンスを正確に追跡し、プラスの投資収益をもたらすという保証はない。  S&P Dow Jones Indices LLCは、投資顧問、商品取引顧問、商品プール運用者、ブローカーディー
ラー、受託者、プロモーター（����年投資会社法（改正済み）で定義）ではなく、また、�� U.S.C. § ��k(a)に列挙される「専門家」または税務顧問でもない。  指数に証券、商品、暗号通貨またはその他
の資産が含まれている場合でも、これによりS&P Dow Jones Indicesが当該証券、商品、暗号通貨もしくはその他の資産を売買もしくは保持するよう勧告するものではなく、投資アドバイスもしくは商
品取引のアドバイスともみなされるものではない。

S&P DOW JONES INDICESおよび第三者ライセンサーは、S&P ���®またはそれに関連するデータ、またはそれらに関する口頭または書面によるコミュニケーション（電子コミュニケーションを含む）
の適切性、正確性、適時性および／または完全性を保証するものではない。S&P DOW JONES INDICESは、その内容におけるいかなる誤り、脱落、遅延についても、一切の損害または責任を負わな
い。S&P DOW JONES INDICESは、明示的か黙示的かを問わず一切の保証を行わず、商品性、特定の目的または使用に対する適合性、または国泰人寿、国泰人寿OIU指享盈インデックス連動型米ド
ル建ユニバーサル終身保険の所有者、またはその他の個人もしくは法人が國泰人壽の使用によって、またはそれに関連するデータに関して得られる結果について、一切の保証を明示的に否認する。前
述の事項を制限することなく、いかなる場合も、S&P DOW JONES INDICESは、逸失利益、売買損、または時間や営業権の逸失を含むがこれらに限定されない間接的、特別、偶発的、懲罰的、もしくは
結果的損害について、たとえかかる損害の可能性について通知されていたとしても、それが契約、不法行為、厳格責任、またはその他のいずれに基づくものであるかにかかわらず、責任を負わないもの
とする。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシー商品の登録内容、目論見書、その他の募集資料のいかなる部分も確認、作成、認証しておらず、また、S&P DOW JONES INDICESは、それらを管理
する立場にもない。S&P Dow Jones Indicesと国泰人寿間のいかなる契約または取り決めについても、S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、第三者の受益者は存在しない。

担当スタッフ／苦情相談窓口
国泰人寿（国泰生命保険）カスタマーセンター：����-���-���（無料）＜固定電話から＞、��-����-���（有料）＜携帯電話か
ら＞；海外お問合せ電話番号（発信国の国際電話発信番号+���-�-��������、通話料有料）

項目 内容說明

保険料関連手数料

保険コスト

解約手数料

一部解約返戻金手数料

振込手数料

保険料関連手数料＝「保険契約者が支払った一括払い保険料」×「保険料率」
保険料率：��%

（詳細は保険約款第��条をご確認ください）
本契約に関連する金銭の授受について、振込により関連費用が発生した場合、保険約款
に定められた振込関連費用については、国泰人寿が負担します。それ以外では、振込元
銀行および仲介銀行が課す費用は振込人が、受取銀行が課す受取手数料は受取人が負
担します。

「解約を申請した翌営業日の保険価額」×「解約を申請した契約年度の解約手数料率」

細は保険約款付表�をご確認ください。毎年徴収される保険コストは原則的として年々増加します。

「一部解約返戻金金額」×「一部解約返戻金申請時の契約年度解約手数料率」

契約年度
解約手数料率(%)
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